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令和８年度 事業計画書 

 

（令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 まで） 

 

 

【運営方針】 

当法人は、札幌市における生涯学習の普及振興に資する事業を行うとともに市民の学習活動を総合的に支

援し、もって生涯学習の推進に寄与することを目的とし、定款（第４条）に次の事業を行うことを定め、この内容

に沿った事業を展開していく。 

 

 ⑴ 生涯学習に関する学習機会提供事業 

 ⑵ 生涯学習に関する活動支援事業 

 ⑶ 生涯学習に関する指導者・支援者の養成・活用事業 

 ⑷ 生涯学習に関する情報収集・提供事業 

 ⑸ 生涯学習関連施設の管理運営事業 

 ⑹ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

【事業区分】 

実施する事業については、公益目的事業と収益事業等に区分し、以下のとおりとする。 

 

＜公益目的事業＞ 

  生涯学習普及振興事業 

Ⅰ 札幌市生涯学習センター管理運営事業 

１ 学習機会提供・活動支援事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 学習支援者活用・育成事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 生涯学習センター管理運営事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

Ⅱ 札幌市青少年科学館等管理運営事業 

1 科学及び科学技術普及振興事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

2 青少年科学館等管理運営事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 

<収益事業等＞ 

  物品販売等事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

  生涯学習施設の公益目的外貸与等事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 

<その他＞ 

  中期経営計画・重点取組事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 
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【事業計画】 

生涯学習普及振興事業                                       

（定款第 4 条各号に掲げる事業） 

Ⅰ 札幌市生涯学習センター管理運営事業 

（目 的）  札幌市からの指定を受け、市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を

総合的に支援するために、生涯学習センターの管理運営を行う。また、指定管理業務以外にも公益目

的に沿った事業を行う。 

 

1 学習機会提供・活動支援事業 
 

多様なニーズに対応した学習機会や情報を提供し、市民が学習に取り組むきっかけづくりを行うとともに、継

続的な活動の場や学習成果の発表機会の提供などにより、学習活動を支援し、生涯学習の普及啓発を図る。 

 

（１） さっぽろ市民カレッジ 

１年を３期（４～８月、９～１２月、１～３月）に分け、幅広い年齢層を対象に、市民活動系、産業・ビジネス

系、文化・教養系の各種講座を実施する。 

市民のさまざまな学習ニーズに対応するため、「生涯学習センター企画講座」に加え、市民が講座の企

画・運営を行う「ご近所先生企画講座」や「ちえりあ学習ボランティア企画講座」を実施する。 

また、大通高校を会場に高校生と社会人が一緒に学ぶ「学社融合講座」を実施するなど多様な学習機

会を提供する。 

ア 市民活動系 

まちづくり活動へのきっかけづくりや地域への関心を高めること、趣味や特技を生かして社会参加を促

すことを目的とした講座を実施する。 

イ 産業・ビジネス系 

時代とともに変化する消費者ニーズをつかむマーケティング講座、コミュニケーションスキルなど、ビジ

ネススキル向上につながる講座を実施する。 

ウ 文化・教養系 

現代的課題や社会の話題に関すること、趣味や教養など、生きがいづくり・仲間づくりにつながる講座を

実施する。 
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● 生涯学習センター企画講座 

   当センター職員が講座の企画運営等を行う。 

● ご近所先生企画講座 

市民が講師（＝ご近所先生）となり、センター職員のサポートのもと、自身の知識・特技・経

験を生かした講座を企画し、生涯学習センターのほか、区民センターや地区センター、図書館

などで開催する。 

● ちえりあ学習ボランティア企画講座 

さっぽろ市民カレッジの企画に参画するボランティアグループ「ちえりあ学習ボランティア

（ちえボラ）」が「アート」「健康」「札幌学」「社会・環境」「歴史」の５つの班に分かれ、センター職

員とともに、講座の企画、講師の選定、当日の運営などを行う。 

● 学社融合講座 

市立札幌大通高校を会場に、高校生と一般受講生が共に学び合う講座を実施する。受講し

た生徒には高校の単位が認定される。 

 

〈連携に関する特記〉 

▶ 大学などとの連携講座 

大学と連携して互いの特性を生かした講座を実施する。 

▶ 行政機関連携講座 

地域における生涯学習活動を推進するために、区民センターなどと連携し、講座を実施す

る。 

▶ 民間企業などとの連携講座 

それぞれの企業の特性を生かした講座を実施する。また、企業の社会貢献活動に協力する。 

▶ 市民活動団体や専門機関などとの連携講座 

市民活動団体や専門機関と企画段階から連携し、現地学習を交えるなど、専門性が高い中に

も親しみが感じられるような講座を実施する。 

 

（２） 生涯学習普及事業 

ア ちえりあフェスティバル  

札幌市生涯学習センター、札幌市宮の沢若者活動センター、札幌市教育センター、リサイクルプラザ宮の

沢の４団体が、合同で生涯学習活動に気軽に触れることができる複数のイベントを実施し、幅広い年代層

の市民に対して生涯学習の普及啓発を図る。 

イ ゆりかごコンサート 

音楽に親しむ機会の少ない子育て中の親を対象に、その子どもと一緒に音楽を気軽に楽しんでもらえる

コンサートを開催する。 
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ウ 生涯学習支援スペース 「ちえテラス」 運営 

雑誌や絵本を設置したブックカフェスタイルの生涯学習支援スペース（愛称：ちえテラス）で、情報収集だ

けでなく、作品展示や音楽鑑賞の機会を設けるなど、市民の学んだ成果の活用や交流を育む場を提供す

る。 

 

（３） 学習活動支援事業 

ア サークル発表会 

ちえりあや市内各施設を拠点に活動しているサークル参加者の活動意欲の向上を図るとともに、広く市

民に鑑賞の場を設け、それらの活動に対する興味、関心を高めるため、学習成果の発表の場となる「サーク

ル発表会」を開催する。発表会は、楽器の演奏や舞踊などの舞台部門と、書道や絵画などの展示部門で構

成する。 

イ ロビーコンサート 

市内や市近郊で音楽活動などに取り組む個人や団体に、音楽活動の発表の場を提供するとともに、市民

に気軽に演奏を聴いてもらえる機会を提供する。 

 

２ 学習支援者活用・育成事業 
 

関係機関及びサークル・団体と連携し、市民活動やまちづくり活動を担うことのできる人材を育成する。 

 

（１） 学習指導者・ボランティアなどの養成 

ア 市民講師（ご近所先生）育成事業 

ご近所先生企画講座の講師を希望する市民を対象に、説明会のほか、受講者とのコミュニケーションや

指導方法など講師のスキルアップを目的とした研修会などを実施する。 

イ 生涯学習ボランティア育成事業（ちえりあ学習ボランティア） 

さっぽろ市民カレッジ講座の企画・運営を行う「ちえりあ学習ボランティア」に、活動の場と知識やノウハウ

を実践的に学ぶ機会を提供する。 

ウ 職場体験などの受け入れ 

小・中学校等からの職場体験や、大学等からのインターンシップや社会教育実習などを受け入れる。 

エ 生涯学習関連施設職員研修事業 

区民センター、地区センター、図書館など生涯学習活動支援に関連する施設職員を対象に、研修を実施

する。 

研修では参加者同士の交流や情報交換を促すプログラムを実施し、施設間の相互交流を図るきっかけ

をつくる。 
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（２） ボランティア等活用事業 

ア 学習支援者活用推進事業 

さっぽろ市民カレッジ受講修了者が学んだ成果を生かせるよう、生涯学習センター事業への参画を促す

とともに地域での活動の支援を行う。 

（ア） ちえりあビデオクルー 

ビデオ撮影・編集講座の修了者で結成されたボランティアグループ「ちえりあビデオクルー」に、同講

座の講師を務めてもらうほか、生涯学習センターの事業、地域の活動・行事などの撮影・編集を行って

もらう。また、撮影・編集された作品は、生涯学習センターのホームページで公開する。 

（イ） カメラボランティア 

さっぽろ市民カレッジ「カメラで始めるボランティア活動！」講座修了者で結成されたボランティアグ

ループに、同講座の運営補助を務めてもらうほか、生涯学習センター事業の写真を撮影してもらい、

広報誌や事業ＰＲに活用する。 

（ウ） コーラスボランティア 

さっぽろ市民カレッジ「楽しく歌ってボランティア」講座の修了者で結成されたコーラスボランティア

サークルから学習支援者を募り、同講座の運営補助を務めてもらう。 

 

３ 生涯学習センター管理運営事業 
 

生涯学習に関する情報を提供し、施設の管理運営を行うことで、生涯学習の支援と普及振興を図る。 

  

（１） 施設の貸与 

ア 貸室事業 

市民の学習活動の場として、ちえりあホール及び各種研修室を条例に基づき有料で提供する。 

イ ホール有効活用事業 

ホールの利用が少ない平日などを活用し、ピアノの弾き比べなどの事業を行う。 

ウ ロビー・ギャラリーの活用 

ロビーでの作品展示やギャラリーの無料貸し出しを行い、学習成果の発表機会を提供するとともに、学

習意欲の向上を図る。 

エ 学習のための施設開放 

市内の高等学校の長期休業期間及び大学受験時期に合わせ、終日または連続する２区分（午前・午後

もしくは午後・夜間）にわたって利用申し込みのない貸室を学習の場として無料開放するなど、施設の有効

活用に努める。 

 

（２） 学習相談・情報提供 

ア 学習相談、サークル・講師の紹介 

生涯学習に関する相談に幅広く対応するため、市内の多様な生涯学習関連情報の収集、サークルガイド

の発行、市内の講師活動希望者と講師紹介希望者をつなぐ「ちえりあ市民講師バンク」の運営などを行う。 
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イ 各種広報誌の発行 

 （ア） 「ら・ちえりあって」の発行 

生涯学習センターの事業や講座、施設の情報などを提供する広報誌「ら・ちえりあって」を発行し、市

内の公共施設などで配布する。 

（イ） 「さっぽろ生涯学習情報」の発行 

市民向けに学習機会を提供している各種施設の主な開催講座等の情報を掲載する冊子「さっぽろ生

涯学習情報」を発行し、市内の公共施設などで配布するほか、ホームページ上に掲載して、情報提供を

行う。 

（ウ） 「子どもの学びガイド」の発行 

市内公共施設等で開かれる子ども向け事業を紹介する案内チラシ「子どもの学びガイド」を制作し、

小学校の長期休業前に市立小学校の児童に配布して、児童と保護者に情報提供を行う。 

ウ ホームページの活用 

講座等の情報、貸室の空き状況、ホールの利用状況等をホームページに掲載するとともに、講座申し込

みや貸室の予約などに対応する。 

エ SNS の活用 

生涯学習センターの事業や講座、施設の情報等について、LINEや X（旧Twitter）などの SNS（ソーシ

ャル・ネットワーキング・サービス）を活用した情報配信を行う。 

オ 調査研究事業 

札幌市の生涯学習の振興に資するための調査・研究を行う。 

カ 生涯学習センター運営協議会 

利用者の代表や外部有識者などによる協議会を開催し、生涯学習センターの事業等についていただい

た意見や提言を今後の管理運営に生かす。 

キ 利用者などの声を生かす取り組み（利用者アンケートの実施） 

生涯学習センターの利用者を対象に、接遇や施設利用などの満足度を調査するためのアンケートを実施

し、市民から寄せられる意見と併せて施設設備の改善や当センターの管理運営に生かす。 

 

（３） 図書と視聴覚教材の閲覧・貸し出し及び資料収集並びに管理運営 

ア メディアプラザ運営事業（図書の閲覧・貸し出し） 

利用者の調べ学習を支援するため、幅広い分野の蔵書約 26,000 冊と、クラシックを中心とした音楽資

料（CD）約 13,000 点を閲覧及び貸し出しに供するとともに、市内の他の図書館・図書室との相互の取次

ぎサービスにも対応し、生涯学習における図書等の活用の推進を図る。 

また、メディアプラザやちえテラス等での資料の展示や職員の専門性を生かしたレファレンス（相談）業務

を行う。 
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Ⅱ 札幌市青少年科学館等管理運営事業 

（目 的）  札幌市からの指定を受け、科学及び科学技術に関する知識の普及啓発を通して創造性豊かな青少

年の育成を図ることなどを目的として、札幌市青少年科学館及び札幌市天文台の管理運営を行う。 

 

１ 科学及び科学技術普及振興事業 
 

青少年を主とした幅広い年齢層を対象に最新の情報や技術に触れる機会を提供し、科学及び科学技術に関

する知識の普及振興を図る。 

 

（１） 科学に関する教室・講座 

ア 科学教室 

（ア） 日曜実験室 

小・中学生を対象に、科学現象をテーマにした実験教室を実施する。 

（イ） 学習実験教室 

市内小学校の団体利用を対象に、クラス単位で参加できる教育課程に則った実験教室を行う。 

（ウ） サイエンジャー科学教室 

主に、小・中学生を対象に、科学や科学技術を体験的に学ぶ機会を提供する。また、高校生以上を

対象にした大人向けの講座についても実施する。実施にあたっては、専門機関や企業などとも連携し

て行う。 

（エ） 科学館の工作室 

主に小・中学生を対象に、科学原理の理解を深めるとともに、ものづくりへの興味・関心を高めるた

めに、簡単な工作教室を実施する。長期休業期間には、自由研究等に活かせるような工作会を実施す

る。 

（オ） 大人のための天文教室 

広く市民が天文について学べる機会を提供するため、初心者向けや中級者向けなど、参加者のレベ

ルに合わせて天体観測機器等を活用した天文教室を実施する。 

（カ） 親子天文教室 

楽しみながら基礎的な天文知識を身につけ、天体への興味・関心を深めてもらうため、小学生とそ

の保護者を対象に、天文工作（望遠鏡の作製など）と天体観測を組み合わせた教室を実施する。 

（キ） 宇宙セミナー 

宇宙・天文についての興味・関心を高めるため、第一線で活躍する専門家を招き、最新の天文情報

に基づく研究や事例などについて解説する講演会を実施する。 

（ク） 先端科学技術講座 

最先端の科学技術への興味・関心を高めるため、最新の科学研究について、青少年科学館の名誉

館長である宇宙飛行士の山崎直子氏による講演会を実施する。 

（ケ） 大学生による科学教室 

大学生の科学教育研究を支援するとともに、子どもたちの科学への興味・関心を高めるため、大学

生が小・中学生を指導する科学教室を実施する。 
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（コ） 他施設への職員派遣    

企業や団体等の依頼により青少年科学館職員がもつ専門性やノウハウを活用した自主事業を実施

する。 

a 他施設での実演 

サイエンスショーや実験等の実演を行う。 

ｂ 他施設での投影 

移動プラネタリウムなどを用いて、投影や星空解説を行う。 

イ 出前イベント 

（ア） 移動天文台 

市内各地に移動天文車と天文指導員を派遣することを通して、市民に天体観望の機会を提供し、

新たに天文に興味をもつ市民層を広げる。 

（イ） 移動プラネタリウム 

さまざまな事情により来館が困難な学校などで、移動プラネタリウムを用いた投影を行うことで、学

校教育との連携を図り、児童・生徒の天文に対する興味関心を喚起する。 

ウ その他科学普及に関する事業 

（ア） 科学クラブ運営 

小・中学生を対象に会員を募り、会員限定イベントの実施や各種講座の情報提供を行い、科学への

興味・関心を高める。 

また、イベント等の参加回数に応じた特典を設けるなど、リピーターを増やすとともに、青少年科学

館への愛着を育む取り組みを行う。 

（イ） 職場体験などの受け入れ 

児童・生徒の教育支援、地域との連携及び市民への科学知識の普及啓発に貢献するため、職場体

験等を実施する。 

（ウ） 実験実習セット貸し出し及び制作 

小・中学校、教育関係の団体等へ実験・実習セットの貸し出しを行い、効果的な授業作りや各種イベ

ント等で活用してもらうことで、科学の普及に貢献する。 

（エ） 教員研修 

小・中学校の教員を対象として、教材研究に協力するとともに、実験技能を中心に教員の理科教育

に係る資質・能力の向上につながる研修を行う。 

（オ） 博物館実習等の受け入れ 

学芸員等の資格取得を目指す大学生や大学の授業実習等を受け入れ、指導する。 

エ 共催事業・協力事業 

（ア） 「宇宙の日 作文・絵画コンテスト」 （主催：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構） 

青少年の科学技術や宇宙開発への興味・関心を喚起するため、「宇宙の日（9 月 12 日）」を記念し

て、上記の団体等が主催するコンテストの応募作品を募集し、審査・表彰に協力する。 
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（イ） 夏休み天体観望会 

星雲や流星など、市街地では観察困難な明度が低い天体を見る観望会を光害の影響が少ないとこ

ろで実施する。 

（ウ） さっぽろ星まつり  

天文への興味、関心を高めるために、天体観望会・太陽観望会・星に関するゲームなどのイベントを

市内の大規模公園等で実施する。 

（エ） 他団体との連携による科学教室  

a 科学分野 

さまざまな団体と連携し、多様な分野の学習機会の提供を目的として、小・中学生向けの科学教

室等を開催する。また、札幌市教育委員会が包括連携協定を結んだ提携先との事業を行う。 

ｂ 天文分野 

JAXA や大学関連組織等の求めに応じて、プラネタリウム機器や天文台設備を活用したイベント

に協力し、青少年科学館だけでは実施できない多様な事業を実施する。 

 

（２） ボランティアなどの育成・活用事業  

ア 展示ボランティア等の養成 

幅広く科学について学びたい市民や科学教育等に関心のある市民に活動の場を提供するとともに、来

館者への展示物の理解を促すため、展示ボランティア等の養成を行う。 

イ 天文指導員の養成 

現指導員のさらなるスキルアップを図り、将来の天文普及を担う人材を育成するため、天体観望会や天

文相談活動などの実践的研修機会を提供する。 

 

（３） 科学に関する情報の収集・提供 

ア 科学資料の収集 

（ア） 科学技術に関する資料の収集 

実演や展示物の解説、展示物の更新・改良の基礎資料とするため、市販の出版物や他施設におけ

る発行物などを収集する。 

（イ） 天文資料の収集 

天文に関する解説資料や出版物を収集するとともに、札幌市天文台及び移動天文車などを活用し

て天体写真を撮影し、資料として収集する。 

イ 科学情報の提供・学習支援 

（ア） 「星空散歩」の発行 

季節ごとの天体の様子や天文トピックスを掲載した天文情報リーフレット「星空散歩」を発行し、市

内公共施設などで配布する。 

（イ） 天文相談コーナーの運営 

天体望遠鏡や参考図書などを備えた天文相談コーナーを設置し、初歩的な質問に答えるなど、来館

者の天文学習を支援する。また、天文係職員や天文指導員による天文事象に係る相談会を行う。 
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２ 青少年科学館等管理運営事業 
 

  施設機能を活かして科学及び科学技術に関する知識の普及啓発と、創造性豊かな青少年の育成を図るた

めに、必要な施設を管理運営し、生涯学習の普及啓発に寄与する。 

 

（１） 展示関連事業 

ア 科学館展示 

（ア） 常設展示    

「見て・触れて・考える」をテーマに、各コーナーの展示物がより楽しく、理解しやすくなるように、体

験方法・科学の原理に関する掲示物の作成や、職員等による解説を行う。 

（イ） 展示実演等 

科学の原理や技術の理解を楽しみながら深められるよう、サイエンスショーなどの実演等、参加型

の展示実演等を行う。 

（ウ） 実験・実習への協力 

市内の小・中学校を対象に、学習指導要領に則った内容で、子どもの興味関心を高める実演や実

験、実習を行う。 

イ 特別展等 

（ア） 特別展 

小・中学校の長期休業期間に合わせ、話題性の高いテーマや特定のテーマを深く掘り下げた体験

型展示を中心とした特別展を開催する。 

（イ） 環境科学展 

企業や団体と連携し、環境問題と対策技術の現状などについて、子どもたちにわかりやすく紹介す

るイベントを開催する。 

（ウ） サイエンス広場 

中学校や高校の科学部等に、研究成果を発表する機会を提供することを目的に、生徒が企画・運営

する科学体験ブースを設け、子どもたちが科学体験できるイベントを開催する。 

ウ その他教育普及活動 

展示物や実演など青少年科学館の特性を生かすため、町内会等の団体を対象とした研修の受け入れや、

展示物を利用した謎解きイベントなどを実施する。 

 

（２） 天文関連事業 

ア プラネタリウム投影・解説 

（ア） 一般投影 

職員による解説を含む投影で、年齢や理解度に応じて柔軟に対応し、市民にわかりやすい星座、天

文の解説を行う。 

（イ） 学習投影 

小・中学校を対象に、学習指導要領及び各学校の教育課程を踏まえた投影を行う。 
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（ウ） オート番組制作 

プラネタリウム投影時に上映するオリジナルのオート番組（ドーム全体に投影されるアニメーション

動画）を青少年科学館の特色・独自性を生かして制作するとともに、見た人が宇宙や星への興味関心

が得られるような市販の番組を購入する。 

イ プラネタリウム特別投影 

（ア） 特別投影    

通常のプログラムとは趣向を変え、タイムリーな話題や現象について深く掘り下げ、天文に興味のあ

る人にさらに深く、広く考えてもらえるような投影を行う。 

（イ） 字幕付きプラネタリウム 

聴覚障がい者にもプラネタリウムを楽しんで頂けるように、字幕付きの投影を行う。 

（ウ） キッズプラネタリウム 

親子でプラネタリウムを楽しんで頂けるよう、未就学児とその保護者を対象に、子どもの声や動きを

気にせず参加できる投影を行う。 

（エ） プラネタリウム祭り     

プラネタリウムの魅力を広く市民に伝えるため、コンサートや他団体とのコラボ企画など、科学分野

以外のジャンルと組み合わせた投影を数日にかけて実施する。 

ウ 天体観望事業 

（ア） 科学館観望会 

科学館公園や青少年科学館の玄関前・駐車場・屋上などを活用し、天体観望会を定期的に開催す

る。望遠鏡を用いて、各季節の星や惑星の観望を行い、天体に対する興味関心を喚起する。 

（イ） 札幌市天文台公開 

天文に関する興味関心を高めるため、札幌の中心部にある中島公園内の札幌市天文台を公開し、

日中は太陽を中心に、夜は月や季節の星座を中心に観望会を実施する。 

（ウ） 昼間の星を見よう！ 

青少年科学館の屋上にある天文台等を活用し、昼間に見ることのできる星を観望する機会を提供

する。 

 

（３） その他施設運営 

ア 「科学館ニュース」の発行 

最新のイベント情報を周知するために、「科学館ニュース」を毎月発行し、館内に掲示するとともに、市内

小・中学校や市内公共施設などで配布する。 

イ 科学館運営協議会の開催 

外部有識者などによる協議会を開催し、青少年科学館の事業等についていただいた意見や提言を今後

の管理運営に生かす。 
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ウ 利用者などの声を生かす取り組み（利用者アンケートの実施） 

青少年科学館の利用者を対象に、接遇や施設利用などの満足度を調査するためのアンケートを実施し、

市民から寄せられる意見と併せて施設設備の改善や当館の管理運営に生かす。 

エ スペシャルサイエンスデー（科学館開館記念感謝デーの開催） 

昭和５６年１０月の青少年科学館開館を記念して、１０月の第１土曜日に私たちの生活と科学及び科学技

術の関わりについて考えるイベントを行うことで、青少年科学館の役割を市民に広く伝える。 
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物品販売事業                                                     

（定款第 4 条第 1 項第 6 号に掲げる事業） 

（１） 売店の運営 

青少年科学館の来館者へのサービス向上を目的として、館内の展示物やイベントに関連したグッズを販

売するなどの売店事業を行う。 
 

（２） 自動販売機の設置・販売 

生涯学習センターと青少年科学館の来館者へのサービス向上を目的として、自動販売機の設置を行う。 
 

（３） 飲食店（カフェ）の運営 

生涯学習センターの「ちえテラス」における飲食店運営をタリーズコーヒージャパン株式会社に委託し、来

館者への飲食等提供事業を行う。 

 

 

 

生涯学習施設の公益目的外貸与等事業                                    

（定款第 4 条第 1 項第 5・6 号に掲げる事業） 

（１） 施設の貸与 

企業などの利用を含む公益以外の目的に対し、ちえりあホール及び各種研修室を貸与する。 
 

（２） 駐車場の管理運営 

生涯学習センターの利用者への便益提供を目的として、駐車場の管理運営を行う。 
 

（３） 施設管理受託業務 

札幌市から管理を受託する生涯学習総合センター内の教育センター、若者活動センター、リサイクルプラ

ザなどの警備、清掃業務を行う。 
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中期経営計画・重点取組事業                                                 

中期経営計画は、その計画期間を指定管理期間に合わせて２期に分けている。 

第１期は令和６年度～９年度で、９年度までを経営的に「凌ぐ」とともに、10 年度以降に「備える」期間と位置づ

けている。また、第２期は令和 10 年度～14 年度（次期指定管理期間）で、「第１期の備えをカタチにする」期間と

位置付けている。 

 政策体系としては、経営ビジョンの３点に「安定経営を目指す」を加えた４本柱とし、これらの柱に８つの「重点

取組事業」をひもづけている。 

 ８つの「重点取組事業」の内容および令和８年度の取り組みは以下のとおりである。 

 

１． さっぽろ市民カレッジあり方検討事業 

時代や環境の変化に合わせてさっぽろ市民カレッジの体系や運営方法などについて検討を加え、見直しを

図る。 

【令和８年度の取り組み】 

令和７年 10 月に財団として体制を整え検討に着手したが、十分な議論を進めるには至らなかった。 

このため、進め方の見直しや議論のテーマを具体的に絞るなどして、更に検討を進めることとする。 

 

２． メディアプラザあり方検討事業 

メディアプラザに期待されている役割など、そのあり方について検討を加え、見直しを図る。 

【令和８年度の取り組み】 

令和７年 10 月に財団として体制を整え検討に着手したが、十分な議論を進めるには至らなかった。 

このため、進め方の見直しや議論のテーマを具体的に絞るなどして、更に検討を進めることとする。 

 

３． 青少年科学館魅力アップ事業 

リピーターの確保や新規来館者の開拓に資するよう、事業や展示物の充実を図る。 

【令和８年度の取り組み】 

令和７年度は、プラネタリウムにおいて、アニメキャラクターを起用した番組や声優による朗読劇などを展

開し、集客に努めた。 

令和８年度は、科学館の魅力アップによって観覧料収入の予算確保を図るとの観点から、幅広くアイデ

アを募るなど財団全体で検討を行い、取り組みを進めていく。 

 

４． 生涯学習センター貸室利用促進事業 

より多くの方々に学びの場を提供するため、貸室に係る情報発信の強化や利用者にとって魅力あるサービ

スの提供に取り組む。 

【令和８年度の取り組み】 

特定の貸室について、申し込みが重なることにより、利用できない団体が相当程度見受けられる状況と

なっている。このため、新たな貸室の設置を含め、その対応策について、札幌市と協議を行っていく。 

また、当事業の真のねらいを改めて明確にするとともに、そのねらいに沿った取り組みを進める。 
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５－（１）. 生涯学習センター利便性向上事業① 

さっぽろ市民カレッジの申し込み手続きの簡素化に取り組み、利用者の利便性向上を図る。 

【令和８年度の取り組み】 

申し込みの簡略化、受講者・講師管理の一元化、キャッシュレス決済、コンビニ決済の導入などに

向けたシステム改修を予定しているが、これらの経費を抑えるため、既成のシステムを購入しカスタ

マイズを加える手法を採ることとした。令和９年度中の稼働に向けて、引き続き取り組みを進める。 

 

５－（2）. 生涯学習センター利便性向上事業② 

生涯学習センターにおける施設使用の受付手続きの見直しに取り組み、利用者の利便性向上を図

る。 

【令和８年度の取り組み】 

令和７年９月に新たな貸室予約システムを導入したところであるが、さらなる効率化に向けて、新シ

ステムの一部を改修する。 

なお、中期経営計画に掲載していた「貸室鍵管理システム、自動釣銭機の導入」については、上記

効率化に向けた改修を優先させることから、令和８年度の実施を見送る。 

 

６. 青少年科学館利便性向上事業 

団体向けオンライン予約や当日券販売における自動券売機、キャッシュレス支払いの導入など、スムーズな

来館者受付手続きを進め、利用者の利便性向上を図る。 

【令和８年度の取り組み】 

経営的に導入が厳しい状況であり、中期経営計画の「進捗管理」の考え方に則り、導入を延期することと

した。 

 

７. 自立型職員育成事業 

職員一人ひとりについて、「人材育成基本方針」における「目指す職員像」を意識させ、自立型職員へと成

長させていく。 

【令和８年度の取り組み】 

令和６年度、７年度に実施した研修の成果を踏まえ、職員一人ひとりが着実に成長していけるような研修

カリキュラムを展開する。 

また、自立型職員の素養を持った職員を遅くとも令和９年４月には採用できるよう、職員採用のあり方、

具体的な手法について検討し、採用事務を実施する。 

なお、「人事評価制度の見直し」については、「100問アンケート」の結果を踏まえ（当財団の組織風土・職

員気質に鑑み）、令和８年度も実施を見送る。 
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８． 経営安定化推進事業 

今後見込まれる赤字幅の圧縮、解消を目指し、さまざまな経営安定化に向けた取り組みを進めていく。 

【令和８年度の取り組み】 

経営安定化に向けては、経費の節減では追い付かず、また札幌市からの新たな補填財源も期待できな

いことから、自ら収益を向上させることが必要となる。 

このため、当財団の自主財源の中でも大きな増収の可能性を有している観覧料について、「青少年科学

館魅力アップ事業」における様々な取り組みを通じ、その予算確保に努めていく。 

また、次期指定管理に向けた仕様書の見直しについては、札幌市と引き続き協議を行う。 

 

 

 
 


